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5-1 ソフトコンポーネントを計画する背景 

5-1-1 給水をめぐる自然条件と社会状況 

ミャンマー連邦（以下、「ミ」国）の中央乾燥地は、総面積は約 77,000 km2、マグウェイ、マン

ダレー、ザガインの 3 行政管区に跨り、93 のタウンシップに 16,324 の村落が所在する。人口は約

1,970 万人（「ミ」国総人口の 33.7 %）、人口密度は全国平均の約 3 倍に上る。 

中央乾燥地の年間降水量は 400～880 mm であり、その多くは 5～10 月に集中する。住民の生活

用水は、主として雨水を利用した溜池か浅井戸に依存するため、乾期にはしばしば枯渇する。こ

れらの給水源が枯渇した場合、住民は村から数キロメートル以上離れた他の水源を利用する必要

があり、その負担と労力は甚大である。なお、2000～2001 年の調査結果によると、中央乾燥地に

おいて給水源を有する村落は、全 16,324 村のうち 7,760 村（47 %）に留まるとされる。 

 

5-1-2 給水事情に対する政策と現状 

上記の給水状況を踏まえ、「ミ」国政府は中央乾燥地における村落の状況改善を優先開発課題と

して掲げた。担当部局である国境地域少数民族開発省開発局（Department of Development Affair：

DDA）は、「中央乾燥地 3 管区における村落給水整備 10 ヵ年計画」（2000-2001～2009-2010 年）を

策定し、各村落に最低 1 箇所の給水源を開発することを目標とした。 

この 10 ヵ年計画は予定年限である 2010 年 3 月をもって行政的に終了したものの、依然として

一つの水源を複数で遠隔利用する村落、また、非衛生的な水源を利用している村落が存在するの

が現状である。この状況を憂慮した DDA は、水困窮度の高い村落を再確認した上で、10 ヵ年計

画を補完する「村落給水整備 5 ヵ年計画（2011-2012～2015-2016 年）」を策定した。この 5 ヵ年計

画では 826 本の深井戸建設が計画されており、その中でも水困窮度や貧困度に基づいて 110 村が

状況改善の最優先村落として選定された。 

 

5-1-3 水質的水不足への対応 

DDA は、給水源の増設による水量的水不足の解決に努める一方、安全な水の供給、すなわち水

質的水不足の解決も推し進めている。中央乾燥地の飲用水質検査は、マンダレー都市部をマンダ

レー市開発委員会（Mandalay City Development Committee：MCDC）が、その他都市部及び農村部

を DDA が担っており、DDA ラボが果たすべき責任は、住民の健康管理する上で、きわめて重要

である。 

また、中央乾燥地には、海成層であるペグー層（Pegu Layer）の地質環境を強く反映し、顕著に

高い塩類濃度を示す地点が多く存在する。また、地下水中に溶存していた鉄やマンガンが揚水に

よって空気に曝されることで酸化され、黒褐色の沈殿が生成する地点も多い。中央乾燥地におい

ては、アジア各地で問題視されているヒ素汚染は確認されていないものの、南部では高濃度のフ

ッ素や硝酸が認められるという報告もある。中央乾燥地で実施された技術協力プロジェクト「中

央乾燥地村落給水技術プロジェクト」においても、フッ素及び硝酸の検出が報告されたが、実際

には検査値の誤りだったことが準備調査において判明している。しかしながら、微量ではあるが

両項目とも検出されていることは事実であるため、今後推移を見守る必要がある。このような水

質条件を勘案し、飲用の可否を判断するため、水に関する関係省庁は 2006 年に水質基準（Proposed 



ミャンマー連邦 
中央乾燥地村落給水計画 準備調査報告書 
  

 A5-2

National Drinking Water Quality Standards）を定めた。これは、細菌学的、物理学的及び化学的検査

項目を網羅する全 28 項目から構成されている。 

 

5-1-4 DDA の水質検査能力 

(1) 検査能力の現状 

水質基準と DDA ラボが有する検査能力を下表に整理した。水質基準は、WHO 飲料水水質ガイ

ドラインを基に、「ミ」国の水質の現状（重要項目と濃度）に即して設定されている。結果として、

WHO ガイドライン値よりも緩やかに設定されている項目があるが、この数値は疫学上問題ない。 

表 1 水質基準に対する DDA ラボの検査能力 

項目分類 No. 測定項目 WHOガイドライン値 単位

1 糞便性大腸菌群数    0    0 個 100 mL-1 △

2 大腸菌群数   10    0 個 100 mL-1 △

3 色度   20 ー 度 ×

4 味および臭気 異常でないこと ー ー △

5 濁度   5 ー NTU ○

6 ヒ素    0.05    0.01 mg L-1 ○

7 カドミウム    0.005    0.003 mg L-1 ×

8 クロム    0.05    0.05 mg L-1 △

9 銅    2.0    2 mg L-1 △

化学性 10 シアン    0.07    0.07 mg L-1 ×

(健康影響項目) 11 フッ素    1.5    1.5 mg L-1 ○

12 鉛    0.01    0.01 mg L-1 ×

13 水銀    0.001    0.001 mg L-1 ×

14 硝酸   50   50 mg L-1 ○

15 セレン    0.01    0.01 mg L-1 ×

16 マンガン    0.3    0.4 mg L-1 △

17 アルミニウム    0.1 ー mg L-1 △

18 塩素  250 ー mg L-1 ○

19 硬度  500 ー mg L-1 ○

20 鉄    1 ー mg L-1 ○

21 pH 6.5-8.5 ー ー ○

化学性 22 ナトリウム  200 ー mg L-1 ×

(生活影響項目) 23 硫酸  400 ー mg L-1 △

24 亜鉛   10 ー mg L-1 △

25 カルシウム  200 ー mg L-1 △

26 マグネシウム  150 ー mg L-1 △

27 電気伝導度  150 ー mS m-1 ○

28 全溶存物質 1000 ー mg L-1 ○

　　○：

△：

×：

DDAの検査能力注）

現在，常時検査を実施している項目群（10項目）

分析機材およびラボ内のインフラが整備されておらず，職員の経験もないため検査が
困難な項目群（7項目）

細菌性

物理性

分析機材はあるものの，消耗品や職員の技術の不足により検査が困難な項目群（11項目）

　　注）　 WHO飲料水水質ガイドライン第3版（第1巻）に基づく

DDA水質基準値

 
水質基準が定める 28 項目のうち、DDA において常時検査を実施している項目は現在 10 項目に

留まる（表中の○）。残る 18 項目に関しては、分析機材はあるものの、消耗品や職員の技術の不
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足により検査が困難な 11 項目（表中の△）と、分析機材及びラボ内のインフラが整備されておら

ず、職員の経験もないため検査が困難な 7 項目群（表中の×）に大別される。しかしながら、常

時検査を実施している 10 項目についても、検査精度に関しては大いに改善の余地がある。 

UNICEF への聞き取り調査によると、検査機

器の供与時に納品業者によって初期操作指導が

DDA に対して実施されており、また、各機器に

関しミャンマー語訳された操作マニュアル（写

真 1 参照）も DDA ラボに配布されている。し

かし、現在の検査担当者は初期操作指導を受講

した前任者から引継ぎを受けておらず、さらに、

作成されたマニュアルはあくまで操作説明を旨

とするものであるために、様々な水質状態にあ

る実試料の検査法を詳述したものではない。 

そのため、中央乾燥地の地下水に散見される

茶褐色の濁水試料に関しても、検査担当者は前

処理を行わないまま、マニュアルが示す操作を

施し、機器が示す数値を報告値としている（写

真 2 参照）。すなわち、水質検査試料に対する適

切な対処法や機材の正確な使用法と言う、基礎

的な知識と技術が欠如しているのが現状である。 

したがって、DDA が現在実施している 10 項

目の水質検査に関しても、値の精度に信頼を置

くことできない。この状況のまま、DDA が水質

検査を実施し続けても、DDA が実際の検査結果

を把握し、村落に安全な水を供給するという目

標には寄与しない。基礎的な水質検査技術を習

得させることは急務である。 

DDA は現在、新規掘削もしくは修繕が行われた井戸の水を DDA ラボへ一極的に搬送し、水質

検査を実施する体制を取っている。そして、水質に問題があると判断された井戸の水に対しては、

使用禁止にする等の対策を講じている。換言すれば、水質ラボが示す検査データには大きな権限

と責任があり、正確な検査値を提示することは DDA の重大な責務である。 

 

(2) 水質検査用機材の現状 

DDA ラボにおいて現在使用されている機材は、すべて WHO ならびに UNICEF より供与された

ものである。現在、ラボが所有している検査用機材と実験室設備を表 2 に整理する。 

写真 2 未処理のまま検査されている濁水試料 

写真 1 UNICEF によって作成された 

ミャンマー語の検査機器操作マニュアル 
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表 2 DDA ラボが所有する機材とその状況 

機材の類別 ドナー 使用状況

不使用

・電気伝導度（EC）計 不使用

不使用

・携帯型大腸菌検査キット 未確認

・簡易型ヒ素濃度測定器 依頼に応じて使用

常時使用

不使用

未確認

不使用

WHO

簡易式の検査キット。現在はタウンシップが使用中とのこと。

常時使用・多項目水質検査計
精度は低いが，pH・EC・全溶存物質・塩分濃度の検査が可
能。また，携帯型のため，現場での測定も可能。

機材名 特徴

・pH計

・分光光度計

精密な測定が可能で汎用性も高いが，校正方法が比較的
煩雑。卓上据え置き型のため，現場での検査は不可。

スキルがあれば有機・無機の広範な検査項目に対応可能。

WHO

簡易型のため精度は低いが，現場への携行が可能。

UNICEF

水質検査
機材

・冷凍冷蔵庫

実験室設備

水質検査サンプルの一時保管に使用。

0.1g～3kg程度の秤量用。

試薬の溶解用だが，大腸菌培養に利用しているとのこと。

5～200℃程度の定温乾燥が可能。

常時使用

・化学天秤

・加熱式攪拌機

・電気乾熱機

・分光光度計
メモリーにプリセットされている項目のみ水質検査が可能で
あるが，検査値の再現性が高くない。

 

 

WHO が 2000 年代初頭に機材を調達し、その後 UNICEF によって機材が追加調達された。しか

しながら、DDA ラボ内には使用簿や台帳が整備されておらず、過去の使用実態は明らかではない。

なお、現在の DDA ラボは、UNICEF が供与した機材のみを活用している。これは、WHO 供与の

検査機材は、相応の知識と技術を要する高レベル機材であるが、UNICEF 供与の検査機材は、汎

用性は低いが熟練を要さず使い勝手が良い機材であるためである。また、UNICEF の供与機材は、

試薬の調製がほぼ不要である。現在、化学性水質検査は UNICEF 供与の分光光度計が担っている。 

しかしながら、現地調査の結果、この分光光度計の光源の安定性に欠け、検査値の再現性が高

くないことが明らかになった。これは、水質検査担当者の不適切な操作や保守・管理に起因する

ものと推測される。適切な操作法を習得し、基礎的な保守・管理を日常的に実施するだけで、検

査機材の使用可能年限は飛躍的に延びるため、機器操作法及び保守・管理法の確立が必要である。 

 

(3) ラボ運営管理の現状 

DDA ラボにおける水質検査は現在 2 名体制で実施されている。主たる担当者は DDA において

勤続年数 3 年で Sub Staff Officer の職階にある。マンダレー大学大学院で工業化学の修士号を取得

しているものの、在学中から現在に至るまで化学分析の研修を受けた経験はない。もう 1 名の職

員はアシスタントを務めており、勤続年数 5 年、マンダレー大学の化学科を卒業しているが、主

担当者と同様に化学分析の履修経験はない。 

2009 年における DDA の水質検査実績は 268 検体であり、例年 6 月から 9 月までが繁忙期であ

る（図 1 参照）。この繁忙期以外は、ほぼ主担当者 1 名によって水質検査が実施されているが、担

当者の増員計画はない。また、前述のとおり、DDA はラボにおいて一極的に水質検査を実施する

体制を取っているが、業務マニュアルが整備されておらず、機材台帳、機材使用簿、試薬のイン

ベントリー等の帳簿類の管理も行き届いていないため、ラボ運営管理に必要な試薬の在庫管理や

検査計画の策定等が十分できていない。特に試薬に関しては、前年の使用実績に基づいて DDA が

UNICEF へ要望を挙げて調達している状況であるが、ラボによるインベントリー管理ができてい

ない状況で、試薬の種類や数量を的確に要望しているのか疑問である。今後増加が予定されてい

る水質検査に対応するためには、より一層のラボ運営管理体制の整備と強化が必要である。 
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図 1 DDA ラボの検査実績（2009 年） 

 

(4) ソフトコンポーネントの必要性 

2009 年に終了した「中央乾燥地村落給水技術プロジェクト」によって DDA の井戸新設・管理

能力は向上したため、無償資金協力の本体事業において給水源の増加は大いに達成が見込まれる。

一方、前項までに述べたように、新設井戸によって供給される水の安全性を担う DDA ラボには、

水質検査方法や運営管理体制において懸念事項が散見される。給水源の新設と水質検査は、無償

資金協力の本体事業において表裏一体の関係にある。水質検査体制の強化なくしては、DDA の上

位目標である「中央乾燥地において、通年利用可能な水が確保され、住民の生活環境が向上する」

ことに寄与できない。また、機材の保守及び管理に関しては、WHO や UNICEF によって供与さ

れた機材の使用現状を鑑み、適切なメンテナンスを行う技術や体制を整備しない限り、両ドナー

と同じ轍を踏むことも大いに憂慮される。 

以上を背景として、事業の円滑な立ち上がりを確実なものとし、協力効果の持続性を最低限確

保するために、本ソフトコンポーネントによる水質検査にかかる技術指導の実施が必要である。 
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5-2 ソフトコンポーネントの目標 

図 2 に水質検査ラボにおいて、基礎レベル及び高精度レベルまでに到達する一般的な流れを

DDA ラボの現状に照らし合わせて、本ソフトコンポーネントにおける活動範囲を検討した。 

「基礎」及び「応用」とした段階のうち、「応用」に属する「水質基準全 28 項目の検査実施」

と「高精度な水質検査の持続」まで到達するためには、インフラ整備や高精度機材の調達を伴う

「ハード面でのラボ機能の向上」の実現が不可欠であり、いずれの要素も DDA の自助努力が必要

となるため、「ミ」国政府により長期的に実施されるべきである。また、前述のとおり、「基礎」

段階の各要素については改善の余地がある。したがって、「基礎」段階における懸念事項を払拭し、

成果を遂げることで「現在の水質検査体制の強化・高精度化」を支援することを目標とする。 

高精度な水質検査の持続

多彩な水質検査の実践

水質基準全28項目の検査実施

水質検査技術の習得（10項目）

ハード面でのラボ機能の向上

インフラ整備、高精度機材の調達

現在の水質検査体制の強化・高精度化

台帳・マニュアルの整備

機材の使用可能年限の向上

機材の操作法及び保守・管理法の確立

水質基準18項目の検査実施

水質検査技術の習得（18項目）

一般化学の素養習得

本ソフトコンポーネントの活動範囲

目標

応用

基礎

「ミ」国の
自助努力
による実施

 
図 2 本ソフトコンポーネントの目標と活動範囲 
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5-3 ソフトコンポーネントの成果 

上記の目標を踏まえ、本ソフトコンポーネントによって期待される成果を、下記の 3 点に整理

した。本計画は DDA ラボに所属する 2 名の水質検査担当者及び DDA 管理者を対象に実施する。

なお、この担当者は、DDA において水質検査に専属配置されており、人事異動の心配はない。各

成果へ到達するための活動内容に関しては、第 5 章において詳述する。 

 

5-3-1 成果 1：水質検査技術の習得（18 項目） 

本成果では、正確な水質検査を実施するための基礎的な技術を習得する。技術移転の対象とす

る水質検査項目は、前項で示した表 2 のうち、常時検査を実施している 10 項目（表中の○）と、

検査技術の不足と資材（試薬）の不備により検査を実施していない 11 項目（表中の△）である。

ただし、細菌性項目の「糞便性大腸菌群数」及び「大腸菌群数」については、DDA の水質検査対

象がほぼ地下水であることから除外する。また、物理性項目の「味及び臭気」に関しても、分析

機材を使用しない項目であるため同様に除外する。すなわち、本ソフトコンポーネントにおいて

技術移転を図る水質検査項目は、全 18 項目とする。この 18 項目は、無償資金協力の本体事業の

対象である地下水開発（地下水源）において必要十分な検査項目である。具体的な成果事項を以

下に列挙する。 

 

1) 水質検査機器の測定原理が理解される。 

2) 検査試薬の調製・取り扱い方法が習得される。 

3) 検査試料に対する適切な前処理方法が習得される。 

4) 確実に 18 項目の水質検査が可能となる。 

5) 得られた検査値を用いて、各試料の水質特性を考察可能となる。 

 

なお、上記 3) を習得することで、検査試料の採取班（主に井戸掘削班）に対しての採取法の指

導や搬送に対する提言、5) を習得することで、健康被害にかかる水質項目が高濃度で検出された

場合の提言（村落への指導等）まで対応可能となることにも期待する。 

 

5-3-2 成果 2：機器の操作法及び保守・管理法の確立 

本成果では、正確な水質検査を持続するために検査機器の操作法及び保守・管理法を習得する。 

 

1) 検査機器の保守と検査精度との関係性が理解される。 

2) 検査機器の操作法を習得される。 

3) 検査機器の保守・管理法を習得される。 

 

5-3-3 成果 3：台帳、マニュアルの整備 

本成果では、DDA ラボの運営管理体制を確立するための基本として、帳簿類と業務マニュアル

類の文書化を実施する。 
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1) 水質検査データが整備される。 

2) 機材台帳及び使用簿が整備される。 

3) 試薬のインベントリーが整備される。 

4) 水質検査マニュアルが作成される。 

5) 検査機器保守点検マニュアルが作成される。 

 

5-4 成果達成度の確認方法 

各活動の達成度を確認するための成果項目、確認事項及び方法を表 3 に整理する。なお、成果

の確認時期は、本邦コンサルタントの現地派遣期間終了時とする。 

表 3 成果達成度の確認事項とその方法 

成果項目 成果達成度の確認事項 確認方法 

成果 1： 
水質検査技術の習得 
（18 項目） 

1) 検査機材の測定原理を理解したか 
2) 検査試薬を正しく調製できるか 
3) 検査試料の前処理法を習得したか 
4) 検査値の精度管理法を理解したか 

- 研修実施記録 
- 筆記試験・実技試験記録 

成果 2： 
機器の操作法及び保守・
管理法の確立 

原理と仕様に基づき、機材の操作及び保守・

点検を行うことができるか 
- 研修実施記録 
- 筆記試験・実技試験記録 

成果 3： 
台帳、マニュアルの整備 

1) 水質データを適切に管理できるか 
2) 機材を適切に管理できるか 
3) 試薬を適切に管理できるか 
4) 持続的に適切な水質検査を実施できるか

- 水質検査データ記録 
- 機材台帳・使用記録 
- 試薬在庫台帳・使用記録 
- 水質検査マニュアル 
- 機器保守点検マニュアル 

 

5-5 ソフトコンポーネントの活動（投入計画） 

本ソフトコンポーネントにおける技術指導は 4 期のタームを設定し、活動の集約性と減り張り

を維持する。なお、次表において詳述するが、本ソフトコンポーネントでは水質検査にかかる技

術レベルを考慮してローカルリソースを活用せず、各タームの活動に必要な技術を有する邦人コ

ンサルタントによる直接支援を行う。邦人コンサルタントの派遣回数は 1 回、活動期間は計 1.13

月とし、進捗や問題点を適宜 DDA へ報告することによって微修正し、確実な技術移転を図る。 
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 実
施

タ
ー

ム
活

動
内

容
と

概
略

対
象

者
活

動
場

所
実

施
リ

ソ
ー

ス
実

施
日

数

・
D

D
A に

対
す

る
本

ソ
フ

ト
コ

ン
ポ

ー
ネ

ン
ト

の
全

体
活

動
説

明
と

協
力

要
請

・
本

ソ
フ

ト
コ

ン
ポ

ー
ネ

ン
ト

に
対

す
る

要
望

と
議

論

【
概

略
】
D

D
A 水

質
検

査
ラ

ボ
の

現
状

を
客

観
的

に
評

価
し

、
改

善
す

べ
き

点
を

提
案

す
る

。
D

D
A の

意
見

と
要

望
を

考
慮

し
、

活
動

計
画

の
最

終
微

修
正

を
行

う
。

・
水

質
検

査
概

論
と

使
用

す
る

検
査

機
材

に
関

す
る

分
析

化
学

概
論

（
座

学
）

【
概

略
】
水

質
検

査
を

行
う

以
前

の
問

題
と

し
て

、
分

析
化

学
の

基
礎

を
講

義
し

、
知

識
の

不

足
を

補
う

。
特

に
分

光
光

度
計

の
測

定
原

理
を

解
説

す
る

。

・
試

薬
の

取
り

扱
い

方
法

な
ら

び
に

調
製

方
法

（
座

学
・
実

技
）

【
概

略
】
ラ

ボ
内

で
使

用
し

て
い

る
試

薬
の

特
性

と
適

切
な

管
理

方
法

を
解

説
し

、
使

用
時

に

お
け

る
調

製
方

法
を

実
技

指
導

す
る

。

・
検

査
試

料
に

施
す

べ
き

適
切

な
前

処
理

方
法

（
実

技
）

【
概

略
】
D

D
A で

扱
う

こ
と

が
想

定
さ

れ
る

、
様

々
な

タ
イ

プ
の

水
質

検
査

試
料

を
擬

似
的

に
調

製
し

、
そ

の
特

性
を

理
解

さ
せ

た
上

で
前

処
理

法
を

実
技

指
導

す
る

。
ま

た
、

サ
ン

プ
リ

ン
グ

方
法

を
含

め
た

水
質

検
査

の
一

連
の

流
れ

を
解

説
す

る
。

・
実

試
料

を
用

い
た

水
質

検
査

（実
技

）

・
水

質
検

査
に

よ
っ

て
得

た
値

の
解

析
と

精
度

管
理

（
座

学
・
実

技
）

【
概

略
】
第

1 タ
ー

ム
で

習
得

し
た

知
識

と
技

術
を

用
い

て
、

実
際

の
水

質
検

査
試

料
に

対
す

る

測
定

を
行

う
。

ま
た

、
各

検
査

項
目

の
精

度
を

明
ら

か
に

す
る

。

表
4

　
ソ

フ
ト

コ
ン

ポ
ー

ネ
ン

ト
に

お
け

る
活

動
内

容

邦
人

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
1 名

（
水

質
担

当
）

邦
人

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
1 名

（
水

質
担

当
）

邦
人

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
1 名

（
水

質
担

当
）

邦
人

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
1 名

（
水

質
担

当
）

D
D

A 本
部

（
ネ

ピ
ト

ー
）

D
D

A 管
理

者
及

び

水
質

検
査

担
当

者

邦
人

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
1 名

（
水

質
担

当
）

水
質

検
査

担
当

者
D

D
A ラ

ボ
2.

0 日

第
2 タ

ー
ム

水
質

検
査

担
当

者
D

D
A ラ

ボ
5.

0 日

第
1 タ

ー
ム

1.
0 日

　
成

果
1 ：

　
水

質
検

査
技

術
の

習
得

（
18

項
目

）
に

係
る

活
動

第
1 タ

ー
ム

水
質

検
査

担
当

者
D

D
A ラ

ボ
1.

0 日

水
質

検
査

担
当

者
D

D
A ラ

ボ
1.

0 日
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略
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・
水

質
検

査
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材
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）

【
概
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が

検
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に

与
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重
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。
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学
・
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技
）

・
蒸

留
水

製
造
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【
概
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材
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D

A ラ
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湿
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、
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道

水
質
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電
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事

情
）
を

考
慮

し
た

保
守

点
検
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法
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解

説
す

る
。

・
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検
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材
台

帳
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用
簿
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備
（
作

業
）

・
試

薬
イ

ン
ベ
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作

業
）

【
概

略
】
ラ

ボ
管

理
の

初
歩

と
し

て
、

台
帳

類
を

整
備

す
る

。
併

せ
て

、
現

在
D

D
A ラ

ボ
が

所
有

す
る

全
機
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働

可
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、
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薬
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用
期
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査
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概
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】
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質
検

査
値

の
Q
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Q

C
（
品

質
管

理
/ 保

証
）
の

初
歩

と
し

て
、

担
当

者
間

で
作

業
内

容
の

差
異
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少
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留
め

る
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め
、

マ
ニ
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整
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す
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D
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査
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D
D

A 本
部

（
ネ
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ー
）

邦
人
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ル

タ
ン
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1 名

（
水

質
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当
）

1.
0 日

邦
人

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
1 名

（
水

質
担

当
）

　
成

果
3 ：

　
台

帳
・
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
整

備
に

係
る

活
動

第
4 タ

ー
ム

水
質

検
査

担
当

者
D

D
A ラ

ボ
2.

0 日

水
質

検
査
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当

者
D

D
A ラ

ボ
2.

0 日

邦
人
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ル
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）
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0 日
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質
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ボ
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）

邦
人
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タ
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1 名

（
水

質
担

当
）
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5-6 ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法 

本ソフトコンポーネントは、前述のとおり、本邦コンサルタント 1 名による直接支援型を採用

し、ローカルリソースの再委託は実施しない。その理由は以下のとおりである。 

 

1) ローカルリソースの技術レベルに不安があり、採用した場合に確実な技術移転が望めない。 

2) DDA の水質検査担当者は 2 名であるため、通訳以外のローカルリソースを必要としない。 

3) 水質検査機材数が少ないため、邦人コンサルタント 1 名で実施した方が効率的である。 

4) 指導する水質検査項目が少ないため、複数体制で指導する必要がない。 

5) 分析化学の基礎に重点を置いて指導するため、ローカルリソースの知見を必要としない。 

 

5-7 ソフトコンポーネントの実施工程 

本ソフトコンポーネントにおける実施工程を表 6 に示す。 

 

5-8 ソフトコンポーネントの成果品 

本ソフトコンポーネントの成果品は、以下のとおりであり、適宜、英文または和文にて DDA

と JICA へ提出する。 

 

1) 活動計画書（JICA「ミ」事務所：「ミ」国到着時、DDA：ネピトー到着時） 

2) 活動報告（週報）（DDA：各タームの終了時） 

3) 水質検査マニュアル（DDA：第 4 ターム終了時、JICA「ミ」事務所：帰国前） 

4) 検査機材保守点検マニュアル（DDA：第 4 ターム終了時、JICA「ミ」事務所：帰国前） 

5) 完了報告書（JICA 本部：帰国後） 

 

5-9 ソフトコンポーネントの概算事業費 

本ソフトコンポーネントに係る概算事業費を表 5 に示す。 

表 5 本ソフトコンポーネントの概算事業費 

項 目 金額（円） 

合計 4,350,000 

直接人件費 1,073,640 

直接経費 1,902,101 

間接費 1,374,259 

 

5-10 相手国実施機関の責務 

高精度の水質検査を持続的に実施するためには、「ミ」国機関の積極的な参加と責務の遂行がき

わめて重要である。以下に、「ミ」国主管官庁の責務を整理する。 
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5-10-1 本ソフトコンポーネントに対する責務 

1) 本ソフトコンポーネントの実施にあたる邦人コンサルタントの「ミ」国内移動の許認可 

2) 本ソフトコンポーネントの実施に要する作業スペースの確保 

3) 本ソフトコンポーネントに必要な職員のアサインの確保 

 

5-10-2 本ソフトコンポーネント終了後における責務 

1) 水質検査ならびに水質検査機材の保守・管理を実施する継続的な人員の配置 

2) 水質検査ならびに水質検査機材の保守・管理を実施するための継続的な予算の確保 

3) 成果品を活用した継続的な水質検査活動と機材の保守・管理 

4) 水質検査活動に対する定期的な状況確認（モニタリング） 

 

以上 
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